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●第 6次計画における拡充強化分野案 

・子育て、介護分野への男性参画推進 

・女性の就労支援（企業へのアプローチ） 

・性の多様性への理解促進 

 

●根拠 

① 市民アンケート調査結果より 

男女平等参画社会を実現していくために、今後、町田市はどのようなことに力を入れたらよいと思います

か。（問３２） 

 

１：子育てに関する施策・サービスの充実（55.2％） 

２：育児・介護休業制度の利用促進や男女均等待遇の徹底など、働く環境を改善（51.9％） 

３：高齢者介護に関する施策・サービスの充実（51.5％） 

 

子育てに関する施策・サービスを充実する

育児・介護休業制度の利用促進や
男女均等待遇の徹底など、働く環境を改善する

高齢者介護に関する施策・サービスを充実する

学校教育を始めとしたあらゆる教育の場における
男女平等教育を推進する

政策・方針決定の場などへの女性の積極的な
参画を進める

男女平等参画を進めるための意識を啓発する

男女がお互いの性と健康を尊重し、理解を深める
ための事業を充実する

女性に対するあらゆる暴力を根絶するよう
啓発を進める

公共の場における性差別を助長する表現や
いきすぎた性表現を是正する

防災の現場（避難施設など）において、
男女平等参画を推進する

女性悩みごと相談やＬＧＢＴ相談など、
各種相談事業を充実する

ＬＧＢＴなど性の多様性に関する理解促進を行う

男女平等推進団体やＮＰＯとの連携を進める

その他

無回答
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町田市では、町田市男女平等推進センターを中心に以下のような事業展開をしています。この中で、今後

特に重点的に行うべきだと思う事業はどれでしょうか。（問３３） 

１：家庭生活における家事・育児等への男性の参加を促す事業（41.1％） 

２：女性の就労支援を目的とした事業（40.8％） 

 

 

② 町田市性の多様性の尊重に関する条例の施行（2023 年 4月 1日） 

●（市の責務） 

第４条 市は、第２条に規定する基本理念にのっとり、施策を総合的に作成し、実施するものとする。 

⇒市は条例の基本理念にもとづき率先して施策を計画し実施する責務を有する 

家庭生活における家事・育児等への男性の参加を
促す事業

女性の就労支援を目的とした事業

家庭、仕事、人間関係、健康などについての相談事業

男女ともに自立した生活を送るための料理や
工作等の実技講座の開催

ワーク・ライフ・バランスを推進している事業所を
表彰する事業

男女平等参画に関する意識啓発のための
講座の開催や情報紙の発行

「町田市パートナーシップ宣誓制度」の周知啓発や
性の多様性に関する理解促進

男女平等参画を進める市民や市民団体への
活動場所の提供

男女平等を推進するボランティアや市民団体への支援

人権尊重や女性への暴力根絶のための意識を啓発する
講演会などの開催

まちだ男女平等フェスティバルの開催

男女平等参画に関する図書・資料の提供

その他

特にない

無回答
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